
●変更届出内容について

■来客用駐車場の収容台数

変更年月日・変更理由

●変更届出書の縦覧及び意見書の提出について

※掲示期間：令和８年３月２０日まで

店 舗 名 称 アーバス東千田

に基づく変更届出に関するお知らせ

「アーバス東千田」の大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗「アーバス東千田」の大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定に基づく

来客用駐車場の減少に関する変更の届出について、同法施行規則第１１条第２項の規定に

より、説明会の開催に代えて、下記の掲示をもって変更届出内容をお知らせします。

所 在 地 広島市中区東千田町一丁目１番５７

建 物 設 置 者 株式会社ＮＩＰＰＯ   代表取締役　和田 千弘　（東京都中央区京橋一丁目１９番１１号）

主な小売業者 株式会社丸久　代表取締役　田中 康男　         （山口県防府市大字江泊１９３６番地）

変更後

 令和８年５月１日（予定）
 来客用駐車場の余剰分を従業員駐車場等
 として利用するため

変 更 事 項

変更前

139台 119台

提 出 先   広島市役所 企業誘致・創業推進課

届出書の縦覧・意見書の提出
に関するお問い合わせ先

  広島市役所 企業誘致・創業推進課
  ＴＥＬ　０８２－５０４－２２４１

掲 示 責 任 者
及 び 連 絡 先

株式会社ＮＩＰＰＯ　中国開発事務所（広島市南区的場町一丁目２番１９号）
ＴＥＬ　０８２－５６８―６０６１（担当：橋本）

届 出 書

縦覧期間
  令和７年１１月２１日 から 令和８年３月２０日まで
 （開庁日の午前８時３０分から午後５時１５分まで）

縦覧場所
  広島市役所 企業誘致・創業推進課（広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号）
  中区役所 区政調整課　　　　　　（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号）

意 見 書

提出期限   令和８年３月２０日


